
※原則申請地対側・隣接の立会が

必要 

※立会は、申請者及び隣接民有地

の土地所有者と行うものとし、市

の係員の立会は不要 

※申請は申請地の所有権を有し

ている者からとする。（法人の場

合は代表者） 

※市道と法定外公共物では、申請

書及び承諾書の様式が異なるの

で、別々に申請すること。 

※事前協議は、申請者から委任さ

れた者のうち土地家屋調査士、測

量士又は測量士補の資格を有す

る者と行う。 

境界確認申請の流れについて 

 

 境界確定図案等の基礎資料の作成  

 

 市との事前協議（協議書１部提出）  

 

（必要に応じて内容修正・再協議） 

 

 仮杭の設置  

 

 地権者立会い、承認書押印等  

 

 境界(本)杭の設置  

 

 申請書（1部）・承認書（2部）の提出  

 

 市による現地確認  

 

（必要に応じて内容修正） 

 

 市の内部決裁  

 

（必要に応じて内容修正） 

 

 承認書（1部）の交付  


